
愛知工業大学研究報告

第27号A 平成4年 論文

いわゆる「連れ子」と特別養子繰組

Adoption of chi ldren by step-parent 
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In 1989， new adoption of chi Idren came into effect. The purpose of the present study 

is to examine annotation on adoption of chi Idren by step-parent 
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は
じ
め
に

特
別
養
子
制
度
の
制
定
か
ら
約
三
年
が
経
過
し
た
。
平
成
二
年
ま
で
の
申
立
件
数

(
1〉

も
五
、
四
八
七
件
と
報
告
さ
れ
、
判
例
集
に
報
告
さ
れ
た
審
判
例
も
二
六
件
に
の
ぼ

(
2
)
 

る
。
詳
細
は
他
の
研
究
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
特
徴
を
要
約
し
よ
う
。

①
当
初
は
、
申
立
件
数
が
多
か
っ
た
が
年
と
と
も
に
そ
の
件
数
が
減
少
し
て
き
た
ご

(
3〉

と
、
②
認
容
例
は
、
約
半
数
の
審
判
例
が
何
ら
か
の
斡
旋
機
関
の
関
与
を
受
け
て
い

る
の
に
対
し
、
否
定
例
は
ほ
と
ん
ど
の
審
判
例
が
斡
旋
機
関
の
関
与
を
受
け
て
い
な

へ
A
H
d

い
ご
と
、
②
い
わ
ゆ
る
「
連
れ
子
」
養
子
は
、
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
(
詳

細
は
後
述
)
、
③
普
通
養
子
縁
組
か
ら
特
別
養
子
縁
組
へ
の
転
換
事
例
は
、
約
半
数

(

5

)

(

6

)

 

が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
④
取
下
げ
等
の
件
数
は
急
激
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
な

ど
を
、

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
新
の
審
判
例
は
、
公
表
さ
れ
た
審
判
例
と
し
て
初
め
て
「
連
れ
子
」

の
特
別
養
子
縁
組
を
認
め
た
。

こ
の
審
判
例
は
、
従
来
の
審
判
例
の
流
れ
の
中
で
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
審
判
例
を
手
が
か
り
と

し
て

「
連
れ
子
」
の
養
子
縁
組
を
考
え
て
み
た
い
。

一
九
九
O
年。

つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。

1 

司
法
統
計
年
報
一
九
八
八
年
、
一
九
八
九
年
、

小
稿
に
と
り
あ
げ
た
審
判
例
以
外
に
、

1 

2 

横
浜
家
審
昭
和
六
三
年
三
月
一
一
日
家
月
四

O
巻
七
号
一
八
一
頁
〈
認
容
〉
、

[
2
]
広
島
家
審
昭
和
六
三
年
三
月
一
二
日
家
月
四

O
巻
七
号
一
九
二
頁

[
3
]
札
幌
家
審
昭
和
六
三
年
三
月
一
八
日
家
月
四

O
巻
七

〈
否
定
〉
、

110 

号
一
八
五
頁
〈
認
容
〉
、

〔

4
]
奈
良
家
宇
陀
支
審
昭
和
六
三
年
三
月

と

特

}JIJ 

養

子

藤

組
‘、、芭冒l
 

a
g

，t
 

島

ー
ー

部

五
日
家
月
四
O
巻
七
号
一
八
八
頁
〈
否
定
〉
、

[
5
〕
名
古
屋
家
審
昭
和

六
三
年
四
月
一
五
日
家
月
四

O
巻
八
号
九
七
頁
〈
認
容
〉
、

{
6
]
横
浜

家
審
昭
和
六
三
年
四
月
一
五
日
家
月
四

O
巻
八
号
九
四
頁
〈
認
容
〉
、

[
7
]
京
都
家
審
昭
和
六
三
年
六
月
九
日
家
月
四

O
巻
一
二
号
三
九
頁

〔

8
]
京
都
家
審
昭
和
六
三
年
六
月
二
八
日
家
月
四

O
巻
一

二
号
四
回
頁
〈
認
容
〉
、

[
9
]
東
京
家
八
王
子
支
審
昭
和
六
三
年
八
月

一
二
日
家
月
四
一
巻
三
号
一
七
七
頁
〈
認
容
〉
、

〈
認
容
〉
、

{
叩
〕
大
阪
高
決
昭
和

六
三
年
一

O
月
二
七
日
家
月
四
一
巻
三
号
一
六
四
頁
〈
否
定
〉
、

大
阪
高
決
昭
和
六
三
年
一
一
月
一

O
臼
家
月
四
一
巻
三
号
一
七
二
頁
〈
否

定
〉
、
[
ロ
]
大
阪
高
決
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
八
日
家
月
四
一
巻
三
号

11 

1 -

一
七
四
頁
〈
否
定
〉
、

[
日
}
名
古
屋
高
決
昭
和
六
三
年
一
二
月
九
日
家

月
四
一
巻
一
号
二
二
頁
〈
否
定
〉
、
[
日
〕
高
松
高
決
平
成
元
年
二
月

二
O
日
判
タ
六
九
九
号
二
三
五
頁
〈
否
定
〉
、

(
日
〕
名
古
屋
高
決
平
成

元
年
三
月
二
三
日
家
月
四
一
巻
一
二
号
一
一
二
頁
(
否
定
〉
、

[m]
東

京
高
決
平
成
元
年
三
月
二
七
日
家
月
四
一
巻
九
号
一
一

O
頁
〈
否
定
〉
、

[
汀
]
仙
台
高
秋
田
支
決
平
成
元
年
五
月
二
四
日
家
月
四
一
巻
一
一
号
八

六
頁
〈
認
容
〉
、

[
日
]
名
古
屋
家
審
平
成
元
年
八
月
二
三
日
家
月
四

巻
五
号
九
二
頁
〈
否
定
〉
、

臼
家
月
四
二
巻
二
号
一
八

O
頁
〈
認
容
〉

{
悶
]
名
古
屋
高
決
平
成
元
年
一

O
月
一
七

[
出
〕
東
京
家
審
平
成
元
年

一
O
月
二
四
日
家
月
四
二
巻
七
号
四
七
頁
〈
認
容
〉
、

山
支
審
平
成
元
年
一

O
月
二
六
日
家
月
四
二
巻
七
号
五
二
頁
〈
認
容
〉
、

{
担
〕
徳
島
家
審
平
成
元
年
一
一
月
一
七
日
家
月
四
二
巻
五
号
九
四
頁

[
れ
〕
山
口
家
徳
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〈
否
定
〉
、

(
6
)
 

一
九
八
八
年
の
既
済
件
数
は
一
七
四
七
件
、
そ
の
う
ち
取
下
げ
等
は
八

六
二
件
(
四
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
)
を
占
め
た
。
一
九
八
九
年
の
既
済
件

数

は

て

九

O
四
件
、
そ
の
う
ち
取
下
げ
等
は
五
六

O
件
(
二
九
・
四
パ

ー
セ
ン
ト
)
、
一
九
九

O
年
の
既
済
件
数
は
て
二
二
五
件
、
そ
の
う
ち

(
3
)
 

[
お
]
東
京
高
決
平
成
二
年
一
月
三

O
日
家
月
四
二
巻
六
号

四
七
頁
〈
否
定
〉
、

[
M
]
東
京
家
八
王
子
支
審
平
成
二
年
二
月
二
八
日

家
月
四
二
巻
八
号
七
七
頁
〈
否
定
〉
、
{
お
]
大
阪
高
決
平
成
二
年
四
月

九
日
家
月
四
二
巻
一

O
号
五
七
頁
〈
否
定
〉
。

司
法
統
計
年
報
に
よ
る
と
、
特
別
養
子
制
度
が
発
足
し
た
一
九
八
八
年

(
昭
和
六
三
年
)
か
ら
一
九
九

O
年
(
平
成
二
年
)
ま
で
の
申
立
件
数
は
、

全
国
の
家
庭
裁
判
所
で
、
一
九
八
八
年
(
昭
和
六
三
年
)
に
三
、
二

O
一

《
づ
『
】

宮
崎
家
裁
平
成
二
年
一
一
月
三

O
E審
判

取
下
げ
等
は
三

O
五
件
(
二
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
)

で
あ
っ
た
。

(
4
)
 

一
九
八
九
年
(
平
成
元
年
)
に
て
-
二
八
七
件
、
一
九
九

O
年
(
平

成
二
年
)
に
九
九
九
件
、
合
計
五
、
四
八
七
件
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九

O
年
ま
で
の
既
済
件
数
は
、
全
部
で
四
、
七

ま
ず
最
初
に
、
宮
崎
家
裁
の
審
判
例
を
紹
介
し
よ
う
。

〔
事
案
]

件

1 

八
六
件
で
あ
る
が
、

A
男
(
養
子
と
な
る
者
・
昭
和
五
八
年
生
)
の
母
別
女
は
、
昭

和
五
七
年
之
ろ
、

B
男
と
の
聞
に
性
的
関
係
を
持
っ
た
結
果
、
昭
和
五
八
年
一

月
九
日
A
男
を
出
産
し
た
。
そ
の
後
A
男
は
未
認
知
の
非
嫡
出
子
と
し
て
削
女

に
育
て
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
六
三
年
一
月
四
日
、

A
男
を
連
れ
て
昭
男
と
婚

姻
し
同
居
し
た
。

X
夫
婦
(
養
親
と
な
る
者
)
は
婚
姻
し
た
直
後
の
昭
和
六
三

年
一
月
一
八
日
に
、
宮
崎
家
裁
に
対
し
、

A
男
を
特
別
養
子
と
す
る
こ
と
を
求

め
る
審
判
の
申
立
て
を
し
た
が
、
当
時
は
、
申
立
入
ら
の
夫
婦
生
活
の
実
績
も

X
夫
婦
の
聞
に
子
が
出
生
す
る

- 2一

そ
の
う
ち
認
容
さ
れ
た
件
数
が
二
、
六
七
八
件
(
五

六
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
却
下
さ
れ
た
も
の
が
三
八
一
件
(
八
・

O
パ
ー

セ
ン
ト
)
、
取
下
げ
等
が
一
、
七
二
七
件
(
三
六
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
)
で

あ
っ
た
。
認
容
件
数
の
内
訳
は
、
児
童
相
談
所
等
の
斡
旋
機
関
の
関
与
の

あ
る
も
の
が
て

O
二
八
件
(
三
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
関
与
の
な
い

も
の
が
一
、
六
五

O
件
(
六
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
)
で
あ
っ
た
。
も
っ
と

少
な
か
っ
た
う
え
に
、
昭
和
六
三
年
秋
に
は
、

も
、
児
童
相
談
所
な
ど
の
斡
旋
を
受
け
て
普
通
養
子
縁
組
を
し
た
者
が
特

別
養
子
縁
組
を
す
る
と
き
に
児
童
相
談
所
を
経
由
し
て
い
な
い
と
き
に
は

斡
旋
機
関
の
関
与
な
し
の
方
に
含
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
と
れ

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

一
定
期
間
後
に
再
度
特
別
養
子
縁

組
の
審
判
を
申
し
立
て
る
予
定
の
も
と
に
、
同
年
六
月
二
回
目
、
右
審
判
の
申

A
男
を
一
日
で
も
早
く

X
夫
婦
の
戸
籍
に
入

立
て
を
取
り
下
げ
る
と
と
も
に
、

に
対
し
て
、
否
定
さ
れ
た
件
数
の
う
ち
、
児
童
相
談
所
等
の
斡
旋
を
受
け

た
も
の
は
わ
ず
か
一
件
に
す
ぎ
な
い
(
司
法
統
計
年
報
一
九
八
八
年
、

籍
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
同
年
八
月
四
日
、

A
男
を
普
通
養
子
と
す
る

縁
組
を
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
六
三
年
八
月
九
日
に
、

X
夫
婦
聞
に

C
男
が
誕

九
八
九
年
、

生
し
た
が
、

一
九
九

O
年
)
。

X
夫
婦
は
、

A
男
と

C
男
と
を
い
ず
れ
も
実
子
と
し
て
分
け
隔
で

な
く
養
育
し
、
今
回
、
当
初
に
企
画
し
た
と
お
り
、
特
別
養
子
縁
組
の
審
判
を

(
5
)
 

普
通
養
子
縁
組
か
ら
特
別
養
子
縁
組
へ
の
転
換
を
申
し
立
て
た
件
数
は
、

全
部
で
て
二
九
二
件
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
う
ち
認
容
件
数
が
六
七
三
件

再
度
申
し
立
て
た
。

(
五
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
却
下
件
数
が
一
一
二
件
(
八
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
)
、
取
下
げ
等
が
五

O
七
件
で
あ
っ
た
(
商
法
統
計
年
報
一
九
八
八

間
男
は
、
地
方
公
務
員
を
し
て
お
り
、
収
入
面
で

A
男
を

養
育
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
、
現
在
、
主
婦
専
業
の
川
女
と
と
も
に
、

A
男

お
よ
び

C
男
を
順
調
に
養
育
し
、

A
男
は
心
身
と
も
に
健
康
な
状
況
に
あ
る
。

年

一
一
九

O
年
)
。

他
方
、

A
男
の
出
生
直
後
に
い
わ
ゆ
る

B
男
は
、
妻
子
を
有
す
る
者
で
あ
り
、

一
一
八
九
年
、
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手
切
金
を
別
女
に
交
付
し
て
、

A
男
に
関
し
て
今
後
一
切
の
関
わ
り
を
持
た
な

い
こ
と
を
誓
約
さ
せ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
、
ロ
女
に

A
男
と
会
い
た
い
旨
の
電

話
が
数
回
か
か
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
川
女
お
よ
び

A
男
と

の
接
触
は
ま
っ
た
く
な
い
。

認
容
「

A
男
は
、

X
夫
婦
の
も
と
で
順
調
に
養
育
さ
れ
て
お
り
、

X
夫
婦
と

A
男
の
聞
に
特
別
養
子
縁
組
を
成
立
さ
せ
る
に
つ
い
て
、
両
者
間
の

適
合
性
に
は
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、

A
男
、
が
川

[
審
判

女
の
い
わ
ゆ
る
連
れ
子
で
あ
り
、
既
に
X
夫
婦
と
の
簡
に
普
通
養
子
縁
組
を
し

て
い
る
点
で
、
民
法
八
一
七
条
の
七
が
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
を
成
立
さ
せ

る
べ
き
要
保
護
性
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

A
男
は
、
当

初
か
ら
実
母
の
別
女
に
養
育
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

A
男
が
同
条
の

『
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
』
と
の
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
も

っ
ぱ
ら
問
題
と
な
る
が
、
右
要
件
は
、
特
別
養
子
縁
組
の
制
度
の
趣
旨
か
ら
す

る
と
、
縁
組
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
養
子
と
な
る
べ
き
者
に
養
親
の
嫡

出
子
た
る
身
分
を
取
得
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
親
と
の
親
子
関
係
を
断
絶
さ

せ
る
こ
と
が
子
の
利
益
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
判
断
す
べ
き
で

い
わ
ゆ
る
連
れ
子
を
養
子
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
養
子
と
な
る
者
が
非
嫡
出
子
で
あ
り
、
し
か
も
未
認
知
で
あ
る
場
合
に
は
、

特
別
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
当
該
子
に
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
さ
せ
、
生
理
上

あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

の
父
と
の
未
然
的
な
法
的
関
係
を
終
局
的
に
断
絶
さ
せ
て
身
分
関
係
の
安
定
を

は
か
る
こ
と
は
、
子
の
利
益
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
上
記
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
当
た
る
と
解
す
る
の
が
相

も
っ
と
も
、
本
件
の
場
合
に
は
、
X
夫
婦
は
、
当
初
の
特
別
養
子

当
で
あ
る
。

縁
組
申
立
を
取
り
下
げ
た
後
A
男
と
普
通
養
子
縁
組
を
し
て
お
り
A
男
は
既
に

に
X
夫
婦
の
嫡
出
子
の
身
分
を
取
得
し
て
い
る
、
が
、
ご
れ
は
前
記
認
定
の
経
緯

X
夫
婦
の
本
来
の
意

に
よ
る
過
渡
的
な
措
置
と
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

図
は
あ
く
ま
で
も

A
男
を
特
別
養
子
と
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
本
件
に
お
い

2 

て
は
普
通
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
て
い
て
も
な
お
上
記
特
別
の
事
情
の
存
在
を
肯

定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

み
ぎ
審
判
は
、
公
表
さ
れ
た
審
判
例
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
「
連
れ
子
」
に

ま
た
、
特
別
養
子
制
度
制
定

特
別
養
子
縁
組
を
認
め
た
は
じ
め
て
の
審
判
で
あ
る
。

後
に
、
普
通
養
子
縁
組
を
行
な
い
、

(
9
)
 

表
例
で
も
あ
る
。

そ
の
後
特
別
養
子
縁
組
に
転
換
し
た
最
初
の
公

本
審
判
は
、

「
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
」

の
土
安

(
民
八
一
七
条
の
七
)

「
特
別
用
縁
組
の
制
度
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
‘
縁
組
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
養
子
と
な
る
べ
き
者
に
養
親
の
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
さ
せ
る
の
み
な
ら

件
は
、

ず
、
実
親
と
の
親
子
関
係
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
が
子
の
利
益
に
合
致
す
る
か
ど
う
か

(
8
)
 

を
基
準
と
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
明
し
、
具
体
的
に
、
①
未
認
知
の
非
嫡

出
子
を
嫡
出
子
に
す
る
こ
と
、
②
未
認
知
の
父
親
と
親
子
関
係
の
断
絶
を
す
る
こ
と

に
よ
り
生
理
上
の
父
と
の
法
的
関
係
を
終
局
的
に
断
絶
さ
せ
て
身
分
関
係
の
安
定
を

q
J
 

は
か
る
こ
と
、

と
い
う
こ
点
を
理
由
と
し
て
、

み
ぎ
に
述
べ
た
「
そ
の
他
特
別
の
事

情
が
あ
る
」
と
判
断
し
た
。

(
7
 

家
月
四
三
巻
一

O
号
三
五
百
一
。

8 

前
掲
注

(
7
)
三
七
頁
。

(
9
)
 

普
通
養
子
縁
組
か
ら
特
別
養
子
縁
組
へ
の
転
換
に
つ
い
て
も
、
重
要
な

問
題
で
あ
る
が
、
今
回
は
紙
面
の
都
合
上
割
愛
す
る
。

従
来
の
審
判
例
の
検
討

1 

民
法
八
一
七
条
の
三
第
二
項
は

「
夫
婦
の
一
方
は
、
他
の
一
方
が
養
親
と

な
ら
な
い
と
き
は
、
養
親
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
夫
婦
の
夫
婦
の
一

方
が
他
の
一
方
の
嫡
出
で
あ
る
子
(
特
別
養
子
縁
組
以
外
の
縁
組
に
よ
る
養
子
を
除

く

の
養
親
と
な
る
場
合
は

」
の
限
り
で
な
い
」
と
規
定
し
、
連
れ
子
を
特
別

養
子
に
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

そ
の
実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ

で
は
、
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ろ
う
か
。
統
計
、
公
表
さ
れ
た
審
判
例
等
を
参
考
に
、
以
下
に
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
、
従
来
の
「
連
れ
子
」
の
特
別
養
子
縁
組
に
関
す
る
統
計
を
紹
介
し
ょ

は
、
昭
和
六
三
年
四
月
か
ら
保
育
園
の
年
長
組
に
入
り
、
健
康
で
、

X
男
に
よ

く
な
つ
い
て
い
る
。
実
母

B
女
・
実
父
C
男
は
、

X
男
と

A
女
と
の
特
別
養
子

2 
う

縁
組
に
同
意
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
連
れ
子
」
を
特
別
養
子
に
す
る
審
判
例
は
、

九
一
年
ま
で
に
処
理
さ
れ
た
件
数
が
、
七
二
八
件
(
一
九
八
九
年
l
三
九

O
件、

[
審
判

一
九
八
九
年
か
ら
一
九

却
下
「
以
上
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
①
A
女
は

X
男
の
妻

B
女
の

嫡
山
山
子
た
る
実
子
(
連
れ
子
)
で
あ
る
こ
と
、
②
X
男
は
す
で
に

A
女
と
普
通

養
子
縁
組
を
し
て
い
る
こ
と
、
③

A
女
の
母
は
、

X
男
の
妻
と
し
て
、

X
男
一

家
の
家
事
育
児
等
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
:
:
:
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

X

男
の
妻
で
あ
る

A
女
の
母
は
特
別
養
子
縁
組
の
の
ち
引
続
き
特
別
養
子
と
な
る

子
を
監
護
す
べ
き
こ
と
に
な
る
か
ら
、
民
法
八
一
七
条
の
七
に
定
め
る
『
父
母

九
九

O
年
|
一
二
二
件
、

一
九
九
一
年
l

一
二
六
件
)

で
あ
っ
た
が
、
認
容
件
数
は

わ
ず
か
五
七
件
(
全
体
の
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
・
一
九
八
九
年
|
二
二
件
、

九
九

O
年
l
二
四
件
、

一
九
九
一
年
l

一
件
)
に
す
ぎ
な
い
。
却
下
件
数
は
二
一
二
件

いわゆる「連れ子」と特別養子縁組

ご
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
・
一
九
八
九
年
l
四
五
件
、

で
あ
り
、
認
容
件
数
の
約
二
倍
に
あ
た
る
。

も
っ
と
も
多
か

に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監
護
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
』
場
合
に

一
九
九

O
年
|
三
五
件
、

九
九
一
年
i
二
八
件
)

っ
た
の
は
取
下
げ
等
で
五
六
三
件
(
七
七
回
四
パ
ー
セ
ン
ト
・
一
九
八
九
年
!
三
一
一

一
九
九

O
年
l

一
五
三
件
、
一
九
九
一
年
l
八
七
件
)
を
占
め
る
。
取
下
げ

あ
た
る
と
は
い
え
な
い
。

事
情
を
考
慮
す
る
と
、

そ
し
て
上
記
事
実
に
本
件
記
録
に
現
わ
れ
た
一
切
の

民
法
八
一
七
条
の
七
に
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

件
等
が
多
い
の
は
、
家
庭
裁
判
所
等
の
説
明
に
よ
っ
て
「
連
れ
子
」
を
特
別
養
子
に
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
に
く
い
こ
と
を
知
っ
て
取
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ

は
認
め
難
い
。
」

- 4一

〔
事
例
二
〕

大
阪
高
裁
昭
和
六
三
年
一
一
月
一

O
日
決
定
(
家
月
四
一
巻

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
連
れ
子
の
特
別
養
子
縁
組
は
、

認
容
例
が
少
な
い
の
が
実
情

三
号
一
七
二
頁
)

で
あ
る
。

事
案

A
女
(
養
子
と
な
る
者
・
昭
和
五
六
年
生
)
の
父
B
男
と
母
C

女
は
昭
和
五
四
年
一

O
月
二
三
日
に
婚
姻
し
た
が
、
同
年
一
二
月
頃
に
は
別
居

し
、
そ
の
後
は
昭
和
五
五
年
二
一
月
に
一
度
再
会
し
た
の
み
で
ま
っ
た
く
接
触

3 

従
来
、

い
わ
ゆ
る
「
連
れ
子
」
を
特
別
養
子
に
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
審

全
部
で
六
件
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
否
定
例
で
あ
る
こ
と
に
注
目

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

和
初
日
は
、

が
な
か
っ
た
。
母

C
女
は
、

昭
和
五
六
年
一

O
月
一
五
日
に

A
女
を
出
産
し
た

〔
事
例
一
〕

名
古
屋
家
裁
昭
和
六
三
年
四
月
一
五
日
審
判
(
家
月
四

O
巻

も
の
の
、

A
女
を
乳
児
院
に
預
け
昭
和
五
八
年
四
月
か
ら
は

C
女
の
両
親
に
養

八
号
九
七
頁
)

育
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
昭
和
五
九
年
七
月
二
四
日
に
は

C
女
か
ら
協
議
離
婚

届
出
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
昭
和
五
九
年
三
月
に
は
、

C
女
は

X
男
(
養
親

と
な
る
者
)
と
同
棲
を
開
始
し
て
お
り
、
昭
和
六

O
年
二
月
七
日
に
は

X
男
・

事
案

A
女
(
養
子
と
な
る
者
・
昭
和
五
七
年
生
)
の
実
母

B
女
は
、

A
女
を
も
う
け
た
が
、
不
仲
と
な
り
、
昭
和
五
九
年
、

実
父
C
男
と
婚
姻
し
、

A
女
の
親
権
者
を

B
女
と
定
め
て
協
議
離
婚
を
し
た
。

X
男
(
養
親
と
な
る
者
)

C
女
の
婚
姻
届
と

X
男

@
A
女
の
普
通
養
子
縁
組
届
が
な
さ
れ
た
。

X
男
は
、

は、

B
女
と
知
り
合
い
、
同
棲
を
は
じ
め
、

A
女
も

X
男
と
生
活
を
共
に
す
る

さ
ら
に

A
女
と
特
別
養
子
縁
組
を
し
た
い
と
し
て
審
判
を
申
し
立
て
た
。
父
B

よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
六

O
年
六
月
、

X
男
は

B
女
と
婚
姻
を
す
る
と
と
も
に
、

男
は
、
離
婚
の
経
緯
お
よ
び
再
会
等
の
事
情
か
ら
、

A
女
が
自
分
の
子
で
あ
る

A
女
の
親
権
者

B
女
の
承
諾
を
得
て
、

A
女
と
普
通
養
子
縁
組
を
し
た
。

A
女

こ
と
に
疑
問
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

A
女
に
対
す
る
関
心
は
少
な
く
、
本
件
特
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別
養
子
を
承
諾
し
て
い
る
。

原
審
(
大
阪
家
裁
昭
和
六
三
年
九
月
一
九
日
審
判
)
は
、

が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
養
子
と
な
る
者
に
つ
い
て
、
民
法
八
一
七
条
の
七

に
定
め
る
要
保
護
状
況
が
あ
り
、
か
つ
実
父
母
(
本
件
の
場
合
は
実
父
)
と
の

非
嫡
出
子
と
し
て
出
生
し
、
実
父
B
男
に
認
知
さ
れ
た
。
れ
女
は
昭
和
六
二
年

八
月
三
二
日
昭
男
と
結
婚
し
、
同
日
ロ
男
は

A
男
と
普
通
養
子
縁
組
を
し
た
が
、

今
回
さ
ら
に

A
男
と
の
特
別
養
子
縁
組
を
な
す
べ
く
審
判
を
申
し
立
て
た
。
実

父
B
男
は
、
将
来
何
か
の
借
財
を
作
る
な
ど
し
て

A
男
に
迷
惑
が
及
ぶ
と
と
な

ど
を
避
け
る
た
め
、
本
件
特
別
養
子
縁
組
に
同
意
し
て
い
る
。

原
審
(
大
阪
家
裁
昭
和
六
三
年
九
月
二
九
日
審
判
)
は
、
「
特
別
養
子
制
度

は
、
要
保
護
性
の
高
い
児
童
を
実
方
の
父
母
や
そ
の
血
族
と
の
親
族
関
係
を
断

「
特
別
養
子
縁
組

身
分
関
係
を
絶
つ
こ
と
が
養
子
と
な
る
者
の
利
益
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で

あ
る
が
、
本
件
の
場
合
は
、
前
記
認
定
事
実
に
よ
れ
ば

A
女
は

C
女
及
び

X
男

の
元
に
あ
っ
て
十
分
な
養
育
監
護
を
受
け
て
お
り
、
本
件
特
別
養
子
縁
組
が
成

そ
の
保
護
状
況
が
飛
躍
的
に
好
転
す
る
も
の
で
は
な
い

し
、
他
方
A
女
と

B
男
と
の
身
分
関
係
の
存
続
が
、

A
女
の
養
育
監
護
に
重
大

な
障
害
と
な
る
も
の
で
な
い
」
と
し
て
、
本
件
申
立
て
を
却
下
し
た
。
そ
こ
で
、

絶
さ
せ
養
親
の
も
と
で
適
切
な
保
護
環
境
に
委
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

『
父
母
に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監
護
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ

と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
子
の
利
益
の
た
め
に
特
に
必
要

立
す
る
こ
と
に
よ
り
、

X
男
か
ら
抗
告
し
た
。

[
決
定
]

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
』
(
民
法
八
一
七
条
の
七
)
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
と
と
ろ
、

A
男
に
と
っ
て
養
父
で
あ
る
昭
男
及
び
実
母
で
あ

る
別
女
の
共
同
親
権
に
服
し
、
そ
の
監
護
の
下
に
あ
る
現
在
の
監
護
養
育
状
態

が
適
切
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
ま
た
、
実
父
で
あ
る

B
男
が
前
記
状
態

を
乱
す
よ
う
な
事
情
も
認
め
ら
れ
ず
、
同
人
と
の
親
子
関
係
の
終
了
を
特
に
必

要
と
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
本
件
申

立
て
を
却
下
し
た
。
そ
こ
で
、
川
女
-
m
M
男
か
ら
抗
告
し
た
。

[
決
定
]
棄
却
「
特
別
養
子
縁
組
は
『
父
母
に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監

護
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お

- 5 -

棄
却
「
特
別
養
子
縁
組
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
養
子
と
な

る
者
に
つ
い
て
、
民
法
八
一
七
条
の
七
に
定
め
る
要
保
護
状
況
が
あ
り
、
か
つ

実
父
母
(
本
件
の
場
合
に
は
実
父
)
と
の
身
分
関
係
を
絶
つ
こ
と
が
養
子
と
な

る
者
の
利
益
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
件
の
場
合
は

i
i
A
女

は
実
母
C
女
お
よ
び
養
親
X
男
の
も
と
に
あ
っ
て
十
分
な
養
育
監
護
を
受
け
て

お
り
、
本
件
特
別
養
子
縁
組
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
保
護
状
況
が
飛

躍
的
に
好
転
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
他
方
A
女
と
父

B
男
と
の
身
分
関
係
の

存
続
が
、

A
女
の
養
育
監
護
に
重
大
な
障
害
と
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か

で
あ
る
。

X
男
は
、
:
:
:
特
別
養
子
縁
組
を
成
立
さ
せ
る
と
と
に
よ
る
子
の
福

祉
を
詳
細
に
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
:
:
:
八
一
七
条

の
七
の
『
父
母
に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監
護
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で

あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
』
に
該
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

い
て
、
こ
の
利
益
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
』
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
こ
ろ
(
民
法
八
一
七
条
の
七
)
、

:
:
:
A
男
は
昭
男
と
別
女
に
よ
っ
て

健
全
に
養
育
さ
れ
適
切
に
監
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
右
法
条
に
示

さ
れ
た
よ
う
な
事
情
は
何
ら
発
見
で
き
な
い
し
、
ま
た
、

A
男
と

B
男
と
の
親

子
関
係
を
断
絶
し
、
戸
籍
上
の
特
別
措
置
を
と
ら
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
も

認
め
ら
れ
な
い
。
昭
男

-
M女
は
、

A
男
を
実
子
と
し
て
今
後
一
生
涯
共
に
生

活
し
て
い
く
た
め
に
特
別
養
子
縁
組
を
成
立
さ
せ
た
い
と
主
張
す
る
が
、

m
M
男

X
男
の
右
主
張
は
採
用
に
由
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」

【
事
例
三
〕

大
阪
高
裁
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
八
日
決
定
(
家
月
四
一
巻

三
号
一
七
回
頁
)

{
事
案
〕

A
男
(
養
子
と
な
る
者
・
昭
和
六

O
年
生
)
は
、
実
母
川
女
の

は
既
に

A
男
を
養
子
と
し
、
慈
ん
で
養
育
し
共
に
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
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本
件
の
場
合
、

棄
却
「
民
法
八
一
七
条
の
三
第
二
項
但
書
に
よ
れ
ば
、
本
件
の

よ
う
に
夫
婦
の
一
方
が
そ
の
配
偶
者
の
嫡
出
子
で
あ
る
実
子
を
特
別
養
子
と
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
特
別
養
子
制
度
は
も
っ
ぱ
ら
子
の
利
益
を
図
る
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
利
益
の
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

A
男
の
健
全
な
育
成
を
図
り
、
確
固
た
る
親
子
関
係
を
形
成
す

る
に
つ
い
て
普
通
養
子
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」

名
古
屋
高
裁
昭
和
六
三
年
二
一
月
九
日
決
定
(
家
月
四
一
巻

決
定

{
事
例
四
〕

一
号
一
一
二
頁
)

事
案

い
わ
ゆ
る
要
保
護
性
の
存
す
る
と
き
に
問
縁
組
を
成
立
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、

:
:
:
A
男
が

B
女
及
、
ひ

X
男
と
同
居

し
て
養
育
さ
れ
親
子
と
も
ど
も
平
穏
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、

A

A
男
(
養
子
と
な
る
者
。
昭
和
六

0
年
四
月
生
)
の
母

B
女
は

昭
和
五
九
年
五
月

C
男
と
婚
姻
し
、
そ
の
聞
に
長
男
の

A
男
が
出
生
し
た
が
、

昭
和
六

O
年
一

O
月

C
男
が
急
死
す
る
に
及
ん
で
そ
れ
ま
で
同
居
し
て
い
た

C

る
と
き
、

男
の
両
親
と
別
居
し
、

男
の
監
護
養
育
が
特
に
困
難
も
し
く
は
不
適
当
な
状
況
に
あ
る
と
認
め
難
い
と

A
男
を
連
れ
て
叔
母
の
下
に
、
身
を
を
寄
せ
て
い
た
が
、

昭
和
六
二
年
六
月
、

こ
ろ
で
あ
る
o

」

X
男
(
養
親
と
な
る
者
)
と
婚
姻
を
し
、
同
時
に

A
男
と

普
通
養
子
縁
組
を
し
た
。

門
事
例
五
〕

名
古
屋
家
裁
平
成
元
年
八
月
二
三
日
審
判
(
家
月
四
二
巻
五

目
下
、

X
男
、
月
収
役
三

O
万
円
を
得
、

B
女
は
家

事
に
従
事
し
て

A
男
の
養
育
に
専
念
し
て
お
り
、
夫
婦
中
も
円
満
で
平
穏
な
生

活
を
し
て
い
る
。
な
お
、

B
女
は
現
在
妊
娠
中
で
、
昭
和
六
三
年
一
一
月
に
出

産
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

A
男
も
健
康
に
成
長
し
て
お
り
、

X
男
に

号
九
二
頁
)

[
事
案
]

A
女
(
養
子
と
な
る
者
)

は
B
男

C
女
の
長
女
と
し
て
出
生
し

B
男

C
女
の
聞
に
は

A
女
の
ほ
か
、

長
男
(
昭
和
五

O
年
八
月
一
三
日

二
男
(
昭
和
五
二
年
二
月
二
八
日
生
)
が
あ
る
。

B
男

C
女
は
昭
和
五

九
年
一
一
月
二
四
日
調
停
離
婚
し
、

C
女
が
親
権
者
と
し
て

A
女
を
含
む
三
子
の

B
男
は
そ
の
後
再
婚
し
、
そ
の
聞
に
長

た
が
、

- 6 

な
つ
い
て
い
る
。

生

X
男
は
、

A
男
と
養
子
縁
組
の
届
出
を
し
た
際
、
市
役
所
で

昭
和
六
三
年
か
ら
特
別
養
子
制
度
が
で
き
る
こ
と
を
知
り
、

B
女
が
近
く
出
産

A
男
が
将
来

養
育
監
護
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。

予
定
の
こ
と
も
あ
っ
て
、

こ
の
際
、

A
田
力
を
自
己
の
長
男
と
し
、

養
子
で
あ
る
と
と
で
悩
む
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
い
こ
と
か
ら
、
本
件
特
別

な
お
、
同
人
は
前
科
を
有
し
、
現
在
恐
喝
未
遂
罪
で
服

B
男
は
、
本
件
制
度
の
趣
旨
を
弁
え
、
特
別
養
子
縁
組

C
女
は
、
昭
和
六
二
年
一

男
を
も
う
け
て
い
る
。

養
子
の
申
立
て
に
及
ん
だ
。

役
中
で
あ
る
。

ま
た
、

B
女
も
ま
た
、

X
男
と

A
男
が
実
親
子
の
間
柄
に

す
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
る
。

に
同
意
し
て
い
る
。

一
月
二
四
日

X
男
(
養
親
と
な

し
か
し
、

A
男
の
亡

C
男
の
両
親
で
あ
る
祖

父
母
は
、
本
件
特
別
養
子
縁
組
に
不
問
意
の
意
向
を
示
し
て
い
る
。

原
審
(
名
古
屋
家
裁
昭
和
六
三
年
九
月
一
日
審
判
)
は
‘
「
特
別
養
子
縁
組

は
、
父
母
に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監
護
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る

そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
で
、
実
方
の
父
母
と

る
者
)
と
婚
姻
し
、

そ
の
翌
日

X
男
と

A
女
を
含
む
三
子
と
の
聞
に
養
子
縁
組

が
な
さ
れ
た
。
以
後

A
女
ら
は

X
男
お
よ
び

C
女
に
監
護
養
育
さ
れ
て
現
在
に

い
た
っ
て
い
る
。

X
男
は
海
技
大
学
校
を
卒
業
後
船
員
(
航
海
士
)
と
し
て
外

こ
と
、

国
公
路
に
就
航
す
る
タ
ン
カ
ー
等
に
乗
務
し
て
お
り
、

そ
の
収
入
は
一
家
の
生

の
親
子
関
係
の
終
了
を
特
に
必
要
と
す
る
と
き
に
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
上
記
認
定
事
実
の
み
か
ら
は
、

X
男
の
心
情
は
理
解
で
き
る
に
し
て
も
、

か
か
る
特
別
の
事
情
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
、
申
立

活
を
支
え
る
の
に
十
分
で
あ
る
。

C
女
は
専
業
主
婦
と
し
て

A
女
ら
の
養
育
に

専
念
し
て
い
る
。
居
住
環
境
に
も
問
題
は
な
い
。

X
男
と

C
女
と
の
関
係
は
円

と
も
に

A
女
ら
の
養
育
に
関
し
て
十
分
な
愛
情
と
能
力
を
有
す
る

満
で
あ
り
、

て
を
却
下
し
た
の
で

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

A
女
同

X
男
を
実
父
と
思
い

よ
く
な
っ
き

x男
は
抗
告
を
し
た
。

ま
た
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順
調
に
生
育
し
て
い
る
。

す
る
う
ち
に
、

A
男
が

X
男
を
「
お
父
さ
ん
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
三
か
月
く
ら
い
し
て

X
男
と

B
女、

A
男
と
は
同
居
し
て
家
庭
生
活
が
始

(
審
判

却
下
「

A
女
は
、

そ
の
兄
達
と
と
も
に
現
に

X
男
と

C
女
の
暖

い
庇
護
の
下
で
、
平
穏
な
生
活
を
過
ご
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
り
、
平
成
一
元
年
六
月
二
二
日
婚
姻
届
出
を
済
ま
せ
た
。

X
男
は
子
供
好
き
で

A
男
を
よ
く
か
わ
い
が
る
が
、
他
方
然
る
べ
き
と
き
は
叱
り
も
し
て
い
る
。
な

A
女
の
監
護
養
育
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
か
、
不
適
当
な
状
況
に
あ
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
ず
、
要
保
護
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ぉ、

B
女
は
現
在
X
男
の
子
を
懐
胎
中
で
、
平
成
元
年
二
一
月
中
に
出
産
の
予

定
で
あ
る
。

X
男
と

B
女
は
、
本
件
申
立
て
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、

X

男
と

A
男
と
の
聞
に
お
い
て
普
通
養
子
縁
組
を
す
る
心
算
で
あ
る
が
、

X
男
は
、

た
し
か
に

B
男
の
性
行
等
を

考
慮
す
る
と
、

A
女
は
女
児
で
も
あ
り
B
男
と
の
関
係
を
絶
っ
て
お
き
た
い
と

の
申
立
人
の
心
情
が
わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

B
男
が

A
女

に
働
き
か
け
る
と
の
危
慎
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
根
拠
は
な
く
、
前
示
の
と
お

こ
の
点
を
深
く
考

A
男
の
父
で
あ
る

C
男
が
借
金
ま
み
れ
の
人
間
で
あ
る
か
ら
、
将
来
C
男
の
債

権
者
が

A
男
に
対
し

C
男
に
対
す
る
債
権
の
取
立
て
に
く
る
可
能
性
が
あ
り
、

り
A
女
に
要
保
護
性
が
認
め
ら
れ
な
い
本
件
に
あ
っ
て
は
、

慮
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
」
。

ま
た
今
度
出
生
す
る
子
と
A
男
と
の
間
に
養
子
、
実
子
の
差
を
付
け
た
く
な
い

〔
事
例
六
〕

と
考
え
、
本
件
申
立
て
を
し
た
。

徳
島
家
裁
平
成
元
年
一

一
月
一
七
日
審
判
(
家
月
四
二
巻
五

B
女
も

A
男
は
C
男
を
実
の
父
で
あ
る
と
思

っ
て
い
る
し
、
学
校
へ
の
届
出
や
健
康
保
険
の
関
係
で
自
分
が
養
子
で
あ
る
旨

を
A
男
に
知
ら
れ
で
も
困
る
と
し
て
、

A
男
を
X
男
ら
の
特
別
養
子
に
す
る
こ

7 

号
九
四
頁
)

事
案

A
男
(
養
子
と
な
る
者
・
昭
和
六
一
年
生

の
母
B
女
は

C 

男
と
婚
娼
し
、

と
を
希
望
し
て
い
る
。

昭
和
六
一
年
一

O
月
二
一
日
A
男
が
生
ま
れ
た
。

C
男
は
、

B 

女
と
知
り
合
っ
た
昭
和
六

O
年
こ
ろ
県
立
高
等
専
門
学
校
の
事
務
局
長
を
し
て

い
た
が
、
放
浪
癖
が
あ
り
、
給
料
を
受
げ
取
る
と
無
断
欠
勤
を
重
ね
、
結
局
退

ま
た
賭
け
麻
雀
が
好
き
で
、
女
遊
び
も
し
た
。
こ

〔
審
判
]
却
下
「
本
件
は
、

B
女
の
連
れ
子
で
あ
る

A
男
を
B
女
と

X
男

と
が
特
別
養
子
に
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

B
女
に
つ
い
て
み
れ

の
よ
う
な
生
活
態
度
は

B
女
と
の
婚
姻
お
よ
び

A
男
の
出
産
に
よ
っ
て
も
改
ま

ら
ず
、
次
第
に
家
の
物
を
も
ち
だ
し
、

ば
、
従
前
と
同
様
今
後
も
引
き
続
き

A
男
を
養
育
す
る
訳
で
あ
り
、

は、

A
男
出
生
後
そ
の
養
育
に
無
関
心
で
あ
っ
て
こ
れ
を

B
女
に
押
し
つ
け
現

在
は
行
方
不
明
の
状
態
に
あ
り
、

A
男
の
養
育
に
対
し
悪
ら
つ
な
干
渉
や
妨
害

職
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

ま
た

C
男

つ
い
に
は

A
男
の
も
の
ま
で
持
ち
出
す

B
女
と
の
聞
で
紛
争
が
激
化
し
た
。
昭
和
六
二
年
五
月
こ
ろ
、

B
女
の
留
守
中
の
ア
パ
ー
ト
か
ら

C
男
の
親
が
荷
物
を
運
び
出
す
こ
と
に
よ
っ

て、

B
女
と

C
男
は
別
居
す
る
に
い
た
り
、
昭
和
六
三
年
二
一
月
一
九
日
、

A

を
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
民
法
八
一
七
条
の
七
に
定
め
る
と

こ
ろ
の
『
父
母
に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監
護
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で

よ
う
に
な
り
、

あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
』
と
い
う
特
別
養
子
縁
組
許
可
の

条
件
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

男
の
親
権
者
を

B
女
と
定
め
て
協
議
離
婚
の
届
出
を
し
て
離
婚
し
た
。

C
男
は

X
男
と

B
女
は
C

A
男
出
産
後
ほ
と
ん
ど
家
に
お
ら
ず
、

A
国
力
の
世
話
を
す
る
こ
と
も
な
く
無
関

心
で
、
別
居
以
来
電
話
を
一
度
も
賭
け
て
き
た
こ
と
が
な
く
、
現
在
は
行
方
不

の
借
金
の
こ
と
で

A
男
が
迷
惑
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

ま
た
や
が
て
生

明
の
状
態
で
あ
る
。

B
女
と

X
男
(
養
親
と
な
る
者
)
は
、

昭
和
六
三
年
夏
こ

れ
て
く
る
実
子
と
の
関
係
に
お
い
て

A
男
が
迷
惑
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

考
え
て
本
件
申
立
て
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

A
男
の
幸
福
を
願
う

X
男
ら
の

ろ
知
り
合
い
、

X
男
が

B
女
を
食
事
に
誘
っ
た
り
遊
園
地
に
つ
れ
て
い
っ
た
り

心
情
は
家
事
審
判
官
に
も
よ
く
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
上
記
の
特
別
養
子
縁
組
許
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可
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
以
上
、
本
件
申
立
て
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
」

み
ぎ
に
述
べ
た
審
判
例
は
、
す
べ
て
「
父
母
に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監
護
が
著

し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

子

の

利

益

の

た

め

特

に

必

要

が

あ

る

」

と

い

う

要

保

護

要

件

を
具
備
し
て
い
な
い
と
し
て
、
特
別
養
子
縁
組
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
特
別
養

子
縁
組
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
⑦
実
親
が
養
子
と
な
る
者
の
養
育
監
護
を
す
る
こ

(
民
八
一
七
条
の
七
)

いわゆる「連れ子」と特別養子縁組

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
か
不
適
当
で
あ
る
こ
と
、
④
笑
親
と
の
関
係
を
終
了
さ
せ

る
こ
と
が
も
っ
ぱ
ら
子
の
健
全
な
育
成
を
図
る
う
え
で
利
益
と
な
る
こ
と
、
と
い
う

(
叩
)

要
件
を
必
要
と
す
る
と
抽
象
的
に
定
義
づ
け
し
、
審
判
例
を
具
体
的
に
検
討
し
た
結

果
、
①
養
子
と
な
る
者
は
、
実
母
と
養
殺
と
な
る
者
の
も
と
で
十
分
な
養
育
監
護
を

受
け
て
い
る
こ
と
、
②
普
通
養
子
縁
組
後
に
改
め
て
特
別
養
子
縁
組
を
申
し
立
て
て

い
る
こ
と
か
ら
、
実
母
と
養
父
が
養
育
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
実
親
の
養
育
監
護

が
困
難
ま
た
は
不
適
当
で
は
な
い
と
判
断
し
、
③
養
子
と
な
る
者
の
「
監
護
利
益
に

重
大
な
障
害
と
な
る
」
な
ど
の
よ
う
な
実
父
と
断
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
段
の

事
由
が
な
い
こ
と
(
〔
事
例
二
〕
・
〔
事
例
三
〕
@
〔
事
例
五
]
〔
事
例
六
〕
)
、

④
養
子
と
な
る
者
が
実
母
の
嫡
出
子
で
あ
る
こ
と

(
〔
事
例
一
〕

〔
事
例
二
〕

〔
事
例
五
〕
〔
事
例
六
〕
)
、
ま
た
は
認
知
さ
れ
た
非
嫡
出
子
で

あ
る
こ
と
(
門
事
例
三
〕
)
か
ら
、
子
の
健
全
な
育
成
を
図
る
う
え
で
利
益
と
な
る

〔
事
例
四
〕

も
の
で
も
な
い
と
し
て
、
特
別
養
子
縁
組
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
審
判
例
は
、
要
保
護
要
件
を
厳
格
に
解
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

」
の
よ
う
な
厳
格
な
要
件
を
要
求
す
る
こ
と
は

か
え
っ
て
特

別
養
子
縁
組
を
差
別
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
特
別
養
子

と
な
っ
た
子
は
、
養
育
監
護
を
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
か
不
適
当
な
実
親

か
ら
生
れ
た
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
ご
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。4 

連
れ
子
を
特
別
養
子
と
す
る
こ
と
を
望
む
理
由
は
、

い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る

み
ぎ
に
述
べ
た
審
判
例
か
ら
そ
の
理
由
を
探
っ
て
み
よ
う
。
当
然
一
番
最
初

に
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
継
父
と
連
れ
子
と
の
聞
に
親
子
関
係
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と

の
か
。

を
遠
せ
ら
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
親
子
関
係
の
形
成
は
普
通
養
子
縁
組
で
十
分
目
的

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
養
子
縁
組
を
申
し
立
て
る
理
由
が

す
る
も
の
で
あ
る
。

何
で
あ
る
の
か
を
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
別
養
子
縁
組
を
申
し
立
て
る
理
由
の
一
つ
は
、
実
父
と
の
血
縁
関
係
を
断
絶
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
断
絶
を
望
む
理
由
を
審
判
例
か
ら
引
用
す
る
と
、

「
実
父
は
、

将
来
何
か
の
借
財
を
作
る
な
ど
し
て
養
子
と
な
る
者
に
迷
惑
が
及
ぶ
こ
と
な
ど
を
避

け
る
」

(
〔
事
例
三
〕
)
、

「
養
子
と
な
る
者
が
将
来
養
子
で
あ
る
こ
と
で
な
や
む

(
〔
事
例
四
〕
)
、

」
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
い
」

「
実
父
の
性
行
な
ど
を
考
慮
す

る
と
、

養
子
と
な
る
者
は
女
児
で
も
あ
り
実
父
と
の
関
係
を
絶
っ
て
お
き
た
い
」

「
実
父
が
借
金
ま
み
れ
の
人
間
で
あ
る
か
ら
、
将
来
実
父
の
債

(
〔
事
例
五
〕
)
、

権
者
が
養
子
と
な
る
者
に
対
し
実
父
に
対
す
る
債
権
を
取
立
て
に
く
る
可
能
性
が
あ

り
、
ま
た
今
度
出
生
す
る
子
と
養
子
と
な
る
者
と
の
聞
に
養
子
、
実
子
の
差
を
付
け

(
〔
事
例
六
〕
)
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

8 

た
く
な
い
」

」
れ
ら
の
希
望
が

す
べ
て
か
な
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
、
養
子
で
あ
る
こ
と
を

隠
す
と
い
う
よ
う
な
目
的
は
、
今
回
の
改
正
趣
旨
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら

し
か
し
な
が
ら
、
特
別
養
子
縁
組
は
、
親
が
二
人
存
在
す
る
、
と
い
う
不
安

れ
る
。

定
な
心
理
状
態
に
陥
る
こ
と
な
く
健
全
に
育
成
さ
れ
る
と
と
に
特
別
養
子
の
意
味
が

(
日
〉

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
分
自
身
の
実
の
子
で
あ
る
と
同
じ
条
件
の
も
と
で
養
育

を
す
る
こ
と
ご
そ
要
請
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
厳
格
な
要
保
護

要
件
に
該
当
し
な
い
か
ら
と
し
て
、
特
別
養
子
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
が
妥
当
で

す
べ
て
実
父
の
同
意
が
あ

あ
ろ
う
か
。
こ
と
に
、

こ
れ
ら
の
審
判
例
に
お
い
て
は
、

る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
ま
で
厳
格
に
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

10 

民
法
八
一
七
条
の
七
に
い
う
要
保
護
要
件
を
明
確
に
定
義
し
た
の
は
、

奈
良
家
裁
宇
陀
支
部
昭
和
六
三
年
三
月
二
五
日
審
判
(
家
月
四

O
巻
七
号



一
八
八
頁
)
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
父
母
に
よ
る
適
切
な
監
護
養

育
を
期
待
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
い
し
は
殆
ど
不
可
能
の
ゆ
え
に
、
父
母

と
の
関
連
を
終
了
さ
せ
て
で
も
第
三
者
に
よ
る
監
護
養
育
を
必
要
と
せ
ざ

る
を
え
な
い
低
学
年
未
成
年
者
の
健
全
な
育
成
を
は
か
る
目
的
で
、
特
別
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養
子
制
度
が
制
定
さ
れ
た
趣
旨
か
ら
し
て
、
上
記
の
、

な
場
合
と
は
、
父
母
に
監
護
意
思
が
あ
っ
て
も
、
貧
困
や
正
常
家
庭
の
欠

如
の
た
め
、
子
の
監
護
能
力
に
欠
け
、
そ
の
た
め
、
子
の
適
切
な
監
護
を

殆
ど
期
待
で
き
な
い
場
合
を
い
い
、
『
著
し
く
不
適
当
』
な
場
合
と
は
、

父
母
に
監
護
能
力
が
あ
っ
て
も
、
子
へ
の
愛
情
に
欠
け
、
子
を
虐
待
す
る

等
、
監
護
方
法
の
適
切
さ
を
著
し
く
欠
く
場
合
を
い
い
、
『
特
別
な
事
情
』

『
著
し
く
困
難
』

(
口
)

上
記
に
準
ず
る
よ
う
な
事
情
、
す
な
わ
ち
、
父
母
と
の
関
係
を
終

了
さ
せ
る
こ
と
が
、
専
ら
子
の
健
全
な
育
成
を
図
る
う
え
で
利
益
と
な
る

よ
う
な
事
情
を
い
う
、
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。

湯
浅
道
男
・
小
島
二
郎
「
特
別
養
子
制
度
の
問
題
点
l

l
審
判
例
を
手

が
か
り
に
し
て
」
愛
学
三
三
巻
一

H
二
号
二
一
頁
j
二

二

頁

ご

九

九

O

と
は
、

年
)
。

四

む
す
び
に
か
え
て

今
回
と
り
あ
げ
た
審
判
例
は
、
従
来
の
審
判
例
と
異
な
り
、
特
別
養
子
縁
組
を
認

容
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
本
審
判
は
、
①
未
認
知
の
非
嫡
出
子
を
嫡
出
子
に
す

る
こ
と
、
②
未
認
知
の
父
親
と
親
子
関
係
の
断
絶
を
す
る
こ
と
に
よ
り
生
理
上
の
父

と
の
法
的
関
係
を
終
局
的
に
断
絶
さ
せ
て
身
分
関
係
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
、
と
い

う
こ
点
あ
げ
て
、

「
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
」
と
き
と
判
断
し
た
。

本
審
判
例
は
、
要
保
護
要
件
を
従
来
の
審
判
例
と
く
ら
べ
て
、
緩
や
か
に
解
し
て
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い
る
と
判
断
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
事
案
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、

従
来
の
審
判
例
は
、
連
れ
子
が
ほ
と
ん
ど
嫡
出
子
で
あ
り
、
非
嫡
出
子
の
場
合
に
も

認
知
が
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
件
は
、
未
認
知
の
非
嫡
出
子
で
あ
る
ご
と

が
従
来
の
審
判
例
と
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
審
判
例
の
基

準
に
し
た
が
え
ば
、
本
件
も
否
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本

件
は
従
来
の
流
れ
と
は
異
な
っ
た
位
置
づ
け
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
案
に
よ
っ
て
は
要
保
護
要
件
を
緩
和
す
べ
き
で
あ
る

と
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
本
審
判
に
賛
同
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

9 


